
ない とい う議論 はあ りますが、全般的に

保 育の問題が公共政策の問題 ではな く、

個人 と家族の主な関心事につながって し

ま うと、結果的に女性あるいは家族 に多

くの負担を与えて しま うとい うことで、

自由選択 はより多 くの側面 を考慮 しなけ

ればならない と思います。あ りが とうご

ざいます。

相馬:簡 単にお返事を したいと思いま

す。 まず、圧縮 的な家族変 化 につ いて

は、特に韓国の出生率、離婚率、国際結

婚 比率の変化が3つ 組 み合 わせで圧縮 的

に変化 している とい うことを強調す る意

味で言っていて、 日本の場合 は、韓国ほ

ど圧縮的な家族変化 とい うものは、この

組 み合わせ とタイ ミングか らはまだそれ

ほ ど経験 していないのではないか とい う

のが1点 目です。

2点 目です が、育児 の支援が専業主婦

化 で発展 していくべ き、 とい うコメン ト

をいただきま した。私は、 日本のある都

市部の 自治体の専業主婦支援 のセンター

で、利用 している専業主婦の人たちの調

査 を した ときに、在宅支援の社会サー ビ

スを受けなが らも、ゆくゆくは仕事 をし

たい とい う潜在的な就労希望層が結構 い

たんです。 ですので、子育て支援 を共働

き向け、専業主婦 向け、労働政策 とい う

ふ うに分 けるのではな く、 どの ように子

育 て支援 と労働政策を リンクさせ るのか

とい うことは 日本 も課題です し、恐 らく

韓 国でも同 じ問題 を持っているのではな

いか と思います。

補足的なコメン トですが、私 自身、家族

政策の比較研究において、女性の 「脱家

族化」 と子 どもの 「脱家族化」をセ ッ ト

で見ていくべ きと考 えてきま した。子育

て支援は、親が働 いていよ うが専業主婦

であろ うが、子 どもが結婚 している親 の

もとで生まれ よ うが、結婚 していない親

のもとで生まれ ようが、子 ども1人1人 が

等 しく福祉 を受給で きることも 「脱家族

化」です。特に結婚の外、 日本語 では婚

外子 といいますが、婚外子に対す る子 ど

もの福祉が、どの程度充実 しているのか

とい うことは、 日本や韓国、アジアの家

族政策を考える上で もとて も重要 な課題

です し、私 自身の比較研究の課題 とした

い と思います。

最後に、金秀涎 教授 、非常に重要な ご

指摘をあ りがと うございました。戸主制

度がな くなって儒教界の勢力、儒林の人

たちは何 を敵に していま闘っているのか

が、私はずっと疑問で したが、ま さにこ

の健康家庭基本法のプロセス、あるいは

親孝行法の部分についても う少 し今後き

ちん と勉強 して分析に追加 していきたい

と思います。 ど うもあ りが とうございま

した。

カ レン ・シャイア:先 ほど既 にお話が

出た とい う前提のもとでスキ ップ しても

いい と思いますが、実は私 も皆様方のお

答 え を聞 きなが ら大変 混乱 して きま し

た。すべての質問についてお答 えできな

いのを申 しわけなく思 ってお ります。韓

国では女性 の就業率が低い とい う話を さ

れていましたが、ヨー ロッパの場合は90

年代 に政策の転換があ りま した。失業 に

つい てテーマ ご とに見 るの ではな く、

ヨーロ ッパ レベルでは少な くとも失業率

全体 を見るよ うに していま した。労働市

場の成果の指標 として失業 を見ていたわ
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けです。 これ を通 じて ドイツで も労働市

場 の政策がそのような方向に向かってい

きま した し、いつも肯定的 とは言えませ

んで したが、非正規職 も活性化 させて労

働市場に組 み入れよ うと努力 を し、臨時

職 の青年や失業者 があ る程度労働市場に

参入 した とい う効果があ りま した。 しか

し、後 になって効果が落 ちま した。

ゲーム中毒で子 どもが死んだ とい う話

を されていま したが、先 ほどお話 ししま

したよ うに、いま ドイツで も憲法 と関連

した多 くの論争が進 められています。子

どもたちがゲームボーイを持 って遊ぶだ

けではな く、コンピューターを通 じて例

えばポル ノサイ トヘア クセス した りす る

問題があ りますので、長官が子 どもたち

がイ ンターネ ッ トにア クセスす るのを禁

止 しよ うとしま した。 ドイ ツの青年 がそ

れに対抗 して海賊党 をつ くり、連邦議会

選挙 に乗 り出 しま したが、結局 は当選 し

ませんで した。その青年 はみずか らが新

しい世代、インターネ ッ ト世代であ り、

すべての年齢層がすべてのメデ ィアにア

クセスできるように しなければな らない

と言 っています。

それはそ うとして、 ドイ ツでは児童の

問題 は学校問題、 さらにはジェンダー問

題 とつ なが っています。 なぜ か とい う

と、子 どもたちは一 日じゅう学校にいる

ものではあ りません。12時 になるともう

家に帰 ります。高校生 といえども2時3時

になると家に帰 ります。 高学年 になると

午後遅 くまで学校に残 ります。 このよ う

な学校制度は、結局は女性が家 にいる、

お母 さんが家にい るとい うことを前提に

しています。家でお母 さんが子 どもを迎

えて、 ご飯 を、おやつ をつ くってあげる

だ ろ うとい う前提の もとにあ ります。 ド

イ ツでも共働きが可能 といえども、それ

が難 しいのは子 どもがい るか らです。子

どもが天才でない以上、子 どもたちの宿

題 をだれかが見なけれ ばな りませ ん。家

に長い間子 どもたちがいますので、1人

で家に置 くことを親は好みません。

ですか ら、 ドイ ツで共働 きが難 しい一

番の理 由は、学校か ら子 どもが早 く帰っ

て くるこ とです。4年 生か らは、大学に

進学す るのか、職業高校 に行 くのか、あ

るいは中学まで勉強す るのか、それ を悩

まなければな りません。今 ドイツでは こ

のよ うな制度があるために、子 どもたち

の転換期 である4年 生 あるいは10年 生に

なるまでは、親は子 どもたちと長 い時間

を一緒に過 ごさなければな らない とい う

負担を持 っています。 このような政策は

連邦の政策 とい うよ りは州政府の政策で

す ので、 ドイツで もジェンダーのモデル

が変わ るためには教育制度 自体が変 わら

なけれ ばな らない と思います。

また、 ドイツでは労働政策よ りも家族

政策のほ うに興味深い部分があ りますの

で、家族政策 についてお話 しします。あ

る意味では私た ちみずか らへの非難 にな

るか も しれ ませ ん。 ドイ ツでは1980年

代 、イギ リス とアメ リカの労働者不足 と

関連 して 自動車分野 にお ける労働者 の分

析 を しま した。労働者が足 りなかったの

は、アメ リカでは整理解雇の問題 が大き

く、イギ リスではス トライキのためで、

ス トライ キが終 わった ら戻 って きま し

た。 ドイ ツは休暇のために労働者 が不足

していま した。正規職 の場合 は1年 に6週

間の休暇があ ります。 このように、 ドイ

ツの人は労働 自体についてあま り熱心で

117



はあ りません。ですか ら非正規職 に対 し

て非難を していますが、一方 では若い世

代が非正規職 とい うポス トを通 じて暮 ら

しに対す るアイデンテ ィテ ィを確保 しま

す。人生の進路 をみずか ら決 めるとい う

ことです。間違った決定になるか もしれ

ませんが、若者はそこに魅力 を感 じるわ

けです。

現在 、 ドイツでは非正規職 といえ ども

社 会保 障制度 とかな りつ なが っていま

す。例外的なのは、 ミニジ ョブ とい う形

でかな り雇用不安定性が高い ものです。

最近 になって、 ドイ ツでは家族政策 と関

連 したモデルが変わ りま した。 スウェー

デ ンとかな り類似 した形 にな り、男性に

2週 間以上1カ 月 は育児休暇 を与えていま

す。 この休暇を取 らない人 には賃金補償

を与えません。今、 ドイツでは子 どもた

ちの保育制度が十分 ではない状況です。

日本 と比較 してみ ると、都市部 では 日本

のほ うが保育制度は うま くいっていると

思います。 ドイ ツではお父 さんが1カ 月2

カ 月ぐらい育児休暇 を受けることができ

ます。ある意味で、お父 さんの立場では

これ が休暇 になって しま うわけです。家

族休暇のよ うに使 うものなのに、自分た

ちの休暇だと思 って しまいます。 自分が

保育のために休暇を受 けた とは思わない

のです。 もちろん一緒にバカンスに出か

けた りするとい う状況 も発生 します。で

すか ら、男性は家族休暇に多 く参加 しま

すが、だか らといって家事 に参加するこ

とはない と言 えます。

金英:2点 に関 して申 し上 げます。 先

ほどのシン教授 のご指摘 は、私 が最初に

写真 をお見せ したその企業の事例は、余

りに もそ の企 業 の特殊 な事例 で はない

か、労働市場 の行為者 、あるいは特殊 な

企業の事例 と労働市場 の構造 を直接因果

関係で結びつ けるのは無理ではないか、

とい うご指摘だったと思われます。

私は別な研究でその闘争の主役 の皆様

とイ ンタビュー調査 をして、論文を書い

たことがあ りました けれ ども、私はそれ

らの企業の事例が全 く特殊なものではな

い とい う結 論 を出 しま した。 とい うの

は、ある企業であるライン全体の労働者

をい きな りアウ トソーシングしよ うとい

う決定が、先 ほど申 し上げた市場専制的

な労務管理の脈絡 の中でだけ可能だ と思

うか らです。

同 じ時期 に 日本 で会 った多 くのスー

パーマーケ ッ トの関係者 たちが、 「韓国

はす ごい」 と言った り、あるいは、活動

家たちは 「何 とか韓国の資本家たちを落

ち着かせてほ しい、ああい う悪い事例が

日本 に伝わった ら大変だ」 と言 った りし

ま した。法律 が変わったからといって、

企業があるライ ンの労働者のジ ョブを丸

ごとなくしてまでアウ トソーシングしよ

うとす る発想 は、それだけ衝撃的なもの

だったで しょうね。それは韓 国的な労務

管理 の脈 絡 の中で起 こ り得 るこ となの

で、私はあの闘争の事例 がその企業の特

殊 な事例ではない、 と思います。韓国的

な特殊性、 と言 うな ら同意 しますが。

これは企業 の労務管理 もそ うです し、

個別労働者の行為戦略について もそ うで

す が、私 は行為者 の行為戦略にずっ と関

心を持っていますので、 「構造 と行為を

そこまで無理 に結びつけるのか」 とい う

指摘 をよく聞きます。 しか し、私は構造

とい うのは行為者 たちの行為が集合 され
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ることと無縁ではない と思 うので、行為

者 の行為 を通 じて どの ように構造が表現

され、再生 産 され るのか とい うこ とを

もっ と集 中 して見たい と思 って いま し

た。

2番 目のポイ ン トは、張芝延博 士の ご

指摘 と、先ほ ど出た質問を一緒に結びつ

けての答 えですけ ども、韓国における高

学歴女性の就業率の低 さです。 日本 と韓

国の高学歴女性の年齢別労働力率はキ リ

ン型 と言われますね。最初の うちはかな

り高いが、それがある年齢階層でグー ン

と下がって、その後はその低い レベルで

横 ばいになること。 日本 も同様ですが、

特に韓 国の高学歴女性 がキ リン型 になっ

てい るのは、理念的 に専業主婦 を目指 し

てい るか らとい うよりは、市場が彼女た

ちに働 く機会 を提供 しないか らだ と思っ

ています。

それ は態度調 査 に もあ らわれて いま

す。性別分業に関す る態度の面で、韓国

と日本 は大きな相違点があ ります。韓国

と比較す ると日本では若い人た ちも非常

に性別分業志向的です。 しか し少 なくと

もアンケー ト調査の回答率においては、

韓 国の人たちはヨー ロッパの人 と大 きな

差 がない くらい性別分業 を 「止揚」す る

態度を見せます。 また、私が学校 で会 う

学生たちの場合 も、専業主婦 を一種の敗

北者、負 け組、 自分が手に入れたいもの

を手に入れ られなかった人たちの姿 と受

け取っています。少な くともここ10年 間

はそのよ うに受け とめ られてい るよ うで

す。そ して私は、韓国の高学歴女性の労

働力参加がキ リン型になるのは、働 くと

ころがないか らだ と思っていま。

ここで も う一度 申 し上げた か った の

は、韓国のジェンダー関係 の理念が急速

に変化 しているとい うことです。私が最

初 に大学の教壇に立った94年 と今 では、

学生の反応 に大きな差があ ります。 この

急速な変化を どのよ うに見るべきなのか

とい うと、私はジェンダー関係 の制度化

レベルの問題、だ と思っています。

韓国 は市場 の側 面 で も政策 の側 面 で

も、ジェンダー関係 が個人の領域 に任 さ

れているだけで制度化 されていません。

制度 として支援 されない理念 は弱 くなる

しかない し、外部の変化によって変化 し

やすい と思います。それが韓国において

最近ジェンダー関係 が急速に変化 してい

る理由です。 もちろん韓国人の考 えほ ど

現実の変化 の速度が速 いわけではあ りま

せんが、現実 も相 当変化 してい ると思い

ます。その ような変化 のス ピー ドは制度

化 のレベル と結び付けて考えることがで

きるのではないか とい うのが、平素の私

の考えです。以上です。 ありが とうござ

います。

韓栄恵:時 間を守って くだ さいま して

あ りが とうございます。実は今 もう終了

の時間 よ り10分 も超 えて しまいま した

が、最後までご清聴 くだ さいま した皆様

方 あ りが とうございます。討論を聞かれ

て、今まで質問 されなかった先生方で、

何か質問を したい方、時間の関係上、答

えは不可能かもしれませんが、意見をご

提示 くだ さいま した ら、 と思います。そ

れでは、先生 どうぞ。お名前か らまずお

願い します。

オ ・ヒ ョン ミ:相 馬 直子 教授 に質 問 し

ま したが 、 きちん と伝 わ って い なか った

119



のではないか と思います。 ソウル大学社

会科 学研 究所 のオ ・ヒ ョン ミと申 しま

す。気 になっていたのは、実際の 日本 に

ついては よくわか りませんが、本 を見る

と日本の家族政策は比較的明確 なモデル

を持 ってい ます 。例 えば核 家族化 の議

論 、修 正拡大 家族 な どの議 論 があ る と

伺っていますが、 日本の家族政策はご報

告のよ うに暗黙的な ものではな くて、修

正拡大家族 をモデル に して、いろいろな

税制支援 とか政策が立て られてい るとい

う主張 もあ ります。

例 えばお年寄 りの扶養 を女性 が担当す

るときに何か特典 を与 えた り、女性 が労

働市場 に完全に参加す ることを抑止 しな

が らパ ー トタイマー として活用 す る と

か、その ような政策アイデ ィアが 日本 に

はある と思います。相馬教授は 日本の政

策は暗黙的で韓 国は大変明示的だとおっ

しゃいま したが、私の考えでは、韓国の

家族政策は、ハ ッキリした像 を持たず に

それぞれの省庁がその時々に必要なもの

をとって使 ってい るような感 じです。健

康家族法論争 とい うのもいきな り飛 び出

た議論であって、む しろ韓国の政策 のほ

うが破片的で、暗黙的な家族像 を持って

いる反面、 日本 は一貫 した家族像がある

と思いますが、 どうで しょうか。

韓栄恵:あ とも う一方い らっ しゃいま

した ら。パネ リス トと発表者の方々は、

食事 のときにまたお話 をして くだ されば

と思います。今まで質問を したことがな

い方、質問はないですか。それでは相馬

教授、簡単にお願い します。

相 馬:オ ・ヒ ョン ミ教授 、 ど うもあ り

が とうございます。すみませ ん、先 ほど

はい ろい ろ と混乱 して いま した。 おっ

しゃ ることも理解 しています。2つ 申し

上げたい と思います。

1つ は、今 日の私 の発表 での明示的、

暗黙的 とい う言葉の使 い方には2つ の意

味があ りまして、韓 国の場合 は家族 とは

何か とい う、家族像 の議論 自体が論争 と

して明示的に噴出 しています。一方、 日

本の場合 は、韓国ほ どは家族 とは何か、

家族像 とはとい う政策論議が明示的では

なかった とい う意味で、暗黙的 とい う用

語 を使 いま した。 も う1つ の点 は、韓国

の場合は健康家庭基本法を根拠 にして、

健康家庭基本計画 とい う意味で、政府の

女性家族部の計画 とい う意味での家族政

策 とい うふ うに、非常にパブ リックに明

示的に使われています。一方で 日本政府

の場合は、次世代育成支援行動計画 とい

うようなフレームであって、 これが 日本

の家族政策です とい うふ うにパブ リック

にはまだ使っていない とい う意味で、今

日の発表では明示的、暗黙的 とい う用語

を使いました。

ただ、オ先生がお っ しゃったことも明

示的、暗黙的 とい う考え方ができる と思

います。 日本で も介護保険が1997年 に制

定 され、2000年 に施行 されて、90年 代は

子 どもの分野よ りも、高齢者 の分野で家

族 が介護す るとは どうい う意味なのか、

そこで想定 されてい る家族 とはど うい う

ものなのか とい う議論 も少 しあったと思

います。その中で、韓国の ように健康家

庭 とかこれが望ま しい家族だとい うより

は、多様な世帯に対 してどのよ うに個別

的に政策を考 えていけばいいのか とい う

アプ ローチが 日本的であるとい うことで
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す 。 明示 的 、暗 黙的 とい う用 語 の使 い方

に つ い て コメ ン トさせ て い た だ き ま し

た。

韓栄恵:あ りが とうございます。それ

では、ま とめたい と思います。 申し上げ

ま した ように、結論 を出す よりは、皆 さ

んが討論の過程でも重要なイ シュー を提

供 して くだ さって、第2弾 、3弾 までやっ

てもいい ぐらい、方法論か らの話が出ま

した。金秀涎 教授 が戸籍制度 についてお

話 しされま したが、今 日の議論が、ある

意 味では近代家族 の再編成過程の中で国

家 が どの よ うに介入 した のか とい う問

題 、国家 との関係 、ジェンダー ・レジー

ムをつ くる中で国家が介入す る程度、あ

るいは国家ではないほかのところによる

介入の方法、政策に関与す る主体の今 日

の様相、 さかのぼってそこまで関係があ

るのではないか と思いま した。韓国では

戸籍制度がな くな り、今後の家族関係 に

おいて どの ような制度の枠が影響を与え

るのか とい う関心を持ってお ります。

日本研 究所 としま して は、このよ うな

テーマでは初めて開 く大 きなシンポジ ウ

ムで した。実 り多い内容 を提供 してくだ

さいま したみな さまにお礼を申し上げま

す。家族、労働 とい うのは生活の中での

基本の営みの場です し、 これが大 きな国

家の枠、あるいは世界的 な枠の中で、今

後 どのよ うになってい くのか、 これ を契

機 としま して 日本研究所で も新 しい話題

を リー ドしていきたい と思います。 フロ

アにい らっ しゃ る皆 さんを含 めて、当研

究所でこのテーマでネ ッ トワークを担っ

て くだ さることを希望 します。今後 とも

よろしくお願い したい と思います。最後

まで参加 してくだ さいま した発表者、討

論者の方々、また研究所 のキム ・ヨジュ

ン博士、キム ・ヨン教授、そ して通訳、

フロアの皆 さん、最後まであ りが とうご

ざいま した。 これ をもちまして総合討論

を終わ りたい と思います。(拍 手)

(終 了)
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